
   小山町ブロック塀等耐震改修事業費補助金交付要綱 

 

平成１１年３月１８日 

小山町告示第２４号 

改正 令和５年６月７日小山町告示第１１５号  

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、地震発生時におけるブロック塀、石塀、れんが塀その他これら

に類する塀（以下「ブロック塀等」という。）の倒壊又は転倒による災害を防止し、

ブロック塀等の安全を確保するため、ブロック塀等耐震改修事業（ブロック塀等撤

去事業及びブロック塀等改善事業をいう。）を実施する者に対し、予算の範囲内に

おいて補助金を交付することに関し必要な事項を定め、その交付に関しては、小山

町負担金補助及交付金に関する規則（昭和５１年小山町規則第 1 号）及びこの要綱

の定めるところによる。 

 （定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとこ

ろによる。 

（１）道路等 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第３条に規定する道路、建築基

準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条に規定する道路及び小山町法定外道

路管理条例（平成１５年小山町条例第１号）第２条に規定する法定外道路をいう。 

（２）安全な塀等 建築基準法等法令に則した塀（組積造を除く）やフェンスメーカ

ーの施工要領書、施工指針等に沿って設置されたフェンスをいう。 

（３）ブロック塀等撤去事業 地震発生時において倒壊又は転倒する危険性のあるブ

ロック塀等（道路等に面するブロック塀等に限る。）を撤去する事業をいう。  

（４）ブロック塀等改善事業 地震発生時において倒壊又は転倒する危険性のあるブ

ロック塀等（道路等に面するブロック塀等に限る。）を安全な塀等（建築基準法

第４２条第２項の道路に面するものは、道路後退線より宅地側に設置するものと

する。）に改善する事業をいう。 

（５）改善 塀の改修及び造り替え並びにフェンス、その他の種類の塀への転換をい

い、塀の造り替え又は他の種類の塀へ転換するための塀の撤去及び生垣への転換



を含まない。 

（６）補助事業 第３号及び第４号の事業をいう。 

 （補助対象経費及び補助額） 

第３条 補助対象経費及び補助額は、別表のとおりとする。ただし、１件当たりの補

助金の額は、１，０００円未満の端数を切り捨てた額とする。 

 （交付の申請） 

第４条 補助金の交付を受けようとする者は、小山町ブロック塀等耐震改修事業費補

助金交付申請書（様式第１号）に次に掲げる書類各２部を添えて町長に提出しなけ

ればならない。  

（１）事業計画書（様式第２号） 

（２）位置図（原則として縮尺２，５００分の１以上とし、緊急輸送路、避難路、避

難地等を明記したものとする。）  

（３）施工前の計画図（配置図、平面図、立面図及び断面図）及び写真 

（４）施工に要する費用の見積書の写し 

（５）その他町長が必要と認めた書類 

 （交付の決定） 

第５条 町長は、前条の規定による申請があったときは、これを審査し、適当と認め

たときは、補助金の交付を決定し、その旨を小山町ブロック塀等耐震改修事業費補

助金交付決定通知書（様式第３号）により当該申請者に通知するものとする。 

 （請書の提出） 

第６条 前条の規定により補助金の交付の決定通知を受けた者（以下「補助対象者」

という。）は、遅滞なく請書（様式第４号）を町長に提出しなければならない。   

 （交付の条件） 

第７条 町長は、補助金の交付の決定の際、次に掲げる条件を付すものとする。 

（１）補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった

場合においては、速やかに町長にその旨を報告し、指示を受けなければならない。 

（２）補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれら

の帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後５年間保管しなければならな

い。  



（３）補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物については、

事業完了から１５年を経過するまでの期間内において、町長の承認を受けないで、

補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供

してはならない。 

（４）町長の承認を受けて前号の財産を処分することにより収入があった場合にはそ

の収入の全部又は一部を町に納付させることがある。 

（５）補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後に

おいても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図

らなければならない。 

 （事業内容の変更等の承認） 

第８条 補助対象者は、次の各号の事由に該当するときは、小山町ブロック塀等耐震

改修事業変更等承認申請書（様式第５号）に第４条各号に掲げる書類のうち町長が

必要と認める書類各２部を添えて町長に提出し、その承認を受けなければならない。 

（１）施行箇所の変更をしようとするとき。 

（２）事業費の２０パ－セントを超える額の変更をしようとするとき。 

（３）補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。 

２ 町長は、前項の規定による申請があったときは、これを審査し、適当と認めたと  

きは、小山町ブロック塀等耐震改修事業変更等承認通知書（様式第６号）により、

申請者に通知するものとする。 

 （実績報告） 

第９条 補助対象者は、補助事業が完了したときは、小山町ブロック塀等耐震改修事

業実績報告書（様式第７号）に次に掲げる書類各２部を添えて、事業完了の日から

起算して３０日を経過した日又は補助金の交付決定のあった日の属する年度の３月

３１日のいずれか早い日までに、町長に提出しなければならない。 

 （１） 事業の完了を確認できる全景写真及び工程ごとに必要とする工事写真 

 （２） 完成図面（配置図、平面図、立面図及び断面図） 

 （３） 設計及び工事請負に係る契約書の写し 

 （４） 施工業者の請求書の写し又は領収書の写し 

 （５） その他町長が必要と認めたもの 



２ 町長は、前項の報告書の提出があったときは、これを検査するものとする。この

場合において、不適当と認めたときは、補助対象者に対し、必要な改善指導をする

ものとする。 

  （補助金の額の決定） 

第１０条 町長は、前条第２項の規定による検査を終了したときは、交付すべき補助

金の額を確定し、小山町ブロック塀等耐震改修事業費補助金確定通知書（様式第８

号）により、補助対象者に通知するものとする。 

 （補助金の請求） 

第１１条 前条の通知を受けた者は、通知書を受領した日から起算して１０日を経過

した日までに、補助金交付請求書（様式第９号）を町長に提出しなければならない。 

  （その他） 

第１２条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。  

   附 則 

 この告示は、平成１１年４月１日から施行する。 

 この告示は、令和５年６月７日から施行する。 

 



別表（第３条関係） 

   

事業の区分  

 

補助対象経費  

 

補助率（額）  

 

 １ ブロック塀等撤去事業 

  

  

  

  

  

 

 当該事業に要する経費のう 

 ち工事に要する費用で町長 

 が必要と認めたもの 

  

  

  

  

 

 補助対象経費と撤去するブ 

 ロック塀等の延長１メ－ト 

 ルにつき８，９００円を乗じ

て得た額とを比較して、いず 

 れか少ない額の３分の２以 

 内の額。ただし、１敷地に 

 つき１０万円を限度とする。 

 

 ２ ブロック塀等改善事業 

  

  

  

  

 

 

 当該事業に要する経費のう 

 ち工事及び設計に要する費 

 用で町長が必要と認めたも 

 の 

  

  

  

 

 補助対象経費と改善するブ 

 ロック塀等の延長１メ－ト 

 ルにつき３８，４００円を乗

じて得た額とを比較して、いず 

 れか少ない額の３分の２以 

 内の額。ただし、１敷地に 

 つき２５万円を限度とする。 

 

 



様式第１号（第４条関係） 

 

                               年  月  日 

 

 小 山 町 長    様 

 

                   申請者  住所              

                        氏名              

                       （電話    －      ）  

 

小山町ブロック塀等耐震改修事業費補助金交付申請書 

 

 小山町ブロック塀等耐震改修事業について補助金の交付を受けたいので、小山町ブロッ

ク塀等耐震改修事業費補助金交付要綱第４条の規定により、関係書類を添えて申請します。 

 

                   記 

 

１ 事業の名称                □ ブロック塀等撤去事業（撤去事業） 

            □ ブロック塀等改善事業（改善事業） 

２ 工事の概要                事業計画書のとおり 

３ 事業に要する経費  撤去事業費                円 

            改善事業費                円 

            総事業 費                           円 

口座振替（兼受領委任）記入欄 

金 

融 

機 

関 

銀行 

金庫 

農協 

口 
 

 
 

 

座 

フリガナ  

名 義 人 

氏  名 
 

本店 

支店 

支所 

出張所 

種 類 口  座  番  号 

１ 普通 

２ 当座 

３ その他（   ） 

       

   債主と口座名義人が異なる場合は、名義人への受領権の委任とします。 

 

 

 



様式第２号（第４条関係） 

             事 業 計 画 書 

 申 請 者 

住  所  

氏  名  

 １ 補助事業の名称 
□ ブロック塀等撤去事業 

□ ブロック塀等改善事業 

 ２ 工事の内容 
  撤去 Ｌ＝   ｍ、Ｈ＝   ｍ、塀の種類： 

  改善 Ｌ＝   ｍ、Ｈ＝   ｍ、塀の種類： 

 ３ 所  在  地  小山町 

 ４ 工事請負人  

 ５ 事業に要する 

   経       費 

   撤去事業費    改善事業費      計 

         円＋       円＝       円 

 ６ 工事予定期間       年  月  日 から      年  月  日   

    備   考  

 

 

 

 



様式第３号（第５条関係） 

 

                                第    号 

                               年  月  日 

  

           様 

 

                      小 山 町 長            

 

 

小山町ブロック塀等耐震改修事業費補助金交付決定通知書                                                      

 

     年  月  日付けで申請のありました小山町ブロック塀等耐震改修事業費補

助金については、次のとおり交付決定しましたので通知します。 

 

記 

 

１ 事業の名称 

２ 所 在 地 

３ 工事の概要 

４ 補助金の額（概算額） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第４号（第６条関係） 

 

               請       書 

 

                               年  月  日 

 

 小 山 町 長    様 

 

                   申請者  住所              

                        氏名              

 

 

 

 

     年  月  日付け   第   号で通知を受けました、小山町ブロック塀

等耐震改修事業費補助金の交付について、お請けします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第５号（第８条関係） 

 

                               年  月  日 

 

 小 山 町 長    様 

 

                   申請者  住所              

                        氏名              

 

 

小山町ブロック塀等耐震改修事業変更等承認申請書                                                

 

     年  月  日付け   第   号により補助金の交付決定を受けた小山町

ブロック塀等耐震改修事業を変更したいので、次のとおり関係書類を添えて申請します。 

 

                   記 

 

１ 変更等の内容 

 

 

２ 変更等の理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第６号（第８条関係） 

 

                                第    号 

                               年  月  日 

  

           様 

 

                      小 山 町 長            

 

 

小山町ブロック塀等耐震改修事業変更等承認通知書                                                

 

     年  月  日付けで申請のありました小山町ブロック塀等耐震改修事業の変

更等については、承認したので通知します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第７号（第９条関係） 

 

                               年  月  日 

 

 小 山 町 長    様 

 

                   申請者  住所              

                        氏名              

 

 

小山町ブ ロ ッ ク 塀 等 耐 震 改 修 事 業 実 績 報 告 書                                              

 

     年  月  日付け   第   号により補助金の交付決定を受けた小山町

ブロック塀等耐震改修事業が    年  月  日に完了したので、関係書類を添えて

報告します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第８号（第１０条関係） 

 

                                第    号 

                               年  月  日 

  

           様 

 

                      小 山 町 長            

 

 

小山町ブロック塀等耐震改修事業費補助金確定通知書                                                  

 

     年  月  日付け小山町ブロック塀等耐震改修事業実績報告書を審査した結

果、次のとおり小山町ブロック塀等耐震改修事業費補助金の額を確定したので通知します。 

 

記 

 

 補助金の額           円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第９号（第１１条関係） 

 

                               年  月  日 

 

 小 山 町 長    様 

 

                   申請者  住所              

                        氏名              

 

            補 助 金 交 付 請 求 書 

 

 小山町ブロック塀等耐震改修事業費補助金交付要綱第１１条の規定に基づき、次のとお

り補助金の交付を請求します。 

 

                   記 

 

１ 請求金 額                                    円 

 

口座振替（兼受領委任）記入欄 

金 
融 

機 

関 
銀行 

金庫 

農協 

口 
 

 
 

 

座 

フリガナ  

名 義 人 

氏  名 
 

本店 

支店 

支所 

出張所 

種 類 口  座  番  号 

１ 普通 

２ 当座 

３ その他（   ） 

       

   債主と口座名義人が異なる場合は、名義人への受領権の委任とします。 

 

 


